
（3）　一般会計<歳出>

　　①　歳出〔目的別〕の内訳

教育費

453億

1,213万1千円

7.8％

商工費

360億8,333万8千円 6.2％

消防費その他

421億9,566万2千円 7.2％

民生費

1,738億

1,593万円

29.8％

歳出(目的別）

5,835億

3,015万6千円

土木費

922億

1,756万6千円

15.8％
衛生費

796億

689万5千円

13.6％

総務費

540億

3,665万8千円

9.3％

公債費

584億

8,200万円

10.0％

議会費

17億7,997万6千円 0.3％
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　　②　歳出〔性質別〕の内訳

歳出(性質別）

5,835億

3,015万6千円

人件費

847億

2,312万6千円

14.5％

扶助費

1,359億

5,235万

4千円

23.3％

普通建設

事業費

830億

5,365万1千円

14.2％

災害復旧事業費

2億3,189万8千円

0.1％

貸付金

641億

7,801万

6千円

11.0％

公債費

581億4,619万4千円 10.0％

繰出金その他

473億8,302万5千円 8.1％

56.6％

消

費

的

費

経

費経
的投資

14.3％

その他

29.1％

※扶助費

※補助費等
報償費（報償金及び賞

賜金）、役務費のうちの

各種保険料、負担金・補

助及び交付金（人件費及

び事業費に計上されてい

る以外のもの）、補償・

補塡及び賠償金（事業費

に計上されている以外の

もの）、償還金・利子及

び割引料（公債費に計上

されている以外のも

の）、寄附金、公課費

最低限の生活維持

を図る目的で支出さ

れる経費で、生活保

護法、児童福祉法、

老人福祉法、被爆者

援護法等各種法令に

基づき被扶助者に対

して支給する費用及

び地方公共団体が単

独で行っている各種

扶助に要する経費

※普通建設事業費
道路・橋りょう、学校、

庁舎等公共用又は公用施設

の新増設等の建設事業に要

する投資的経費

※公債費
地方債の元利償還

金、一時借入金の利

子の合算額（ただ

し、公債諸費［発行

手数料、消耗品等に

要する経費］を除い

た経費））

物件費

維持補修費

659億2,831万

7千円 11.3％

補助費等

439億3,357万5千円

7.5％
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6　市民１人当たりの金額
　　　　《人口：1,177,934人(外国人を含む。)　平成24年3月31日現在》
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49万

5,400円

16万

9,700円

85万

8,500円

一般会計

(歳出)

税負担額 市債現在高

万円

　一般会計（歳出）

☆民生費 １４万 ７，６００円

（福祉の充実）

☆土木費 ７万 ８，３００円

（道路・公園整備など）

☆衛生費 ６万 ７，６００円

（保健・医療の充実）

☆公債費 ４万 ９，６００円

（借入金の返済）

☆総務費 ４万 ５，９００円

（コミュニティの振興など）

☆教育費 ３万 ８，５００円

（学校・社会教育の充実）

☆商工・農林水産業費 ３万 ３，８００円

（各種産業の振興）

☆議会費 １，５００円

（議会の運営）

☆消防費その他 ３万 ２，６００円

（消防・救急の強化など）

《49万5,400円》の内訳
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7　企業会計の決算
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収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

239億5,341万5千円

225億3,468万6千円

59億9,696万4千円

129億9,629万円

水 道

389億1,680万円

377億7,405万8千円

462億7,781万9千円

622億3,481万3千円

下 水 道

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

489億3,531万9千円

486億6,011万円

35億1,232万7千円

48億5,080万3千円

病 院

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

0 100 200 300 400 500 600 700 800

48億5,080万3千円

億円

資本的支出

用 語 解 説

・ 収益的収支とは、一事業年度の企業の経営活動に伴って発生する全ての収益と費用を

表す。

・ 資本的収支とは、建物・施設の建設といった支出の効果が次年度以降に及ぶものや、・ 資本的収支とは、建物・施設の建設といった支出の効果が次年度以降に及ぶものや、

企業債の元金償還などの費用とその財源となる収入を表す。

なお、資本的支出が収入を上回る部分は、収益的支出のうち現金支出を伴わない減価

償却費などで補塡します。
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8　健全化判断比率等について8　健全化判断比率等について8　健全化判断比率等について8　健全化判断比率等について

　　地方公共団体の長は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体の財政の健全性
　に関する各比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率）並び
　にその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会へ報告し、
　かつ、公表することになっている。
　　地方公共団体の財政の健全性に関する各比率が、早期健全化基準に達すると「財政健全化計画」（公営企
　業は｢経営健全化計画｣)を､財政再生基準に達すると「財政再生計画」をそれぞれ策定し、財政の健全化等に
　取り組む必要がある。
　　本市の平成23年度決算に基づく各比率は、いずれも基準値には達していない。

（1）　健全化判断比率（1）　健全化判断比率（1）　健全化判断比率（1）　健全化判断比率

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

―  ―  16.0 239.9

（ 平 成 22 年 度 ） ―  ―  (15.6) (251.3)

11.25 16.25 25.0 400.0

20.00 30.00 35.0

※　実質赤字比率：一般会計等（一般会計と住宅資金貸付など7つの特別会計）を対象とした実質赤字の標準財政規模に

区　分

平 成 23 年 度

早 期 健 全 化 基 準

(自主的かつ計画的に財政の健全化

を図ることが必要となる基準)
財 政 再 生 基 準

( 自 主 的 な 財 政 の 健 全 化 が

困 難 と み な さ れ る 基 準 )

(実質赤字は生じていない) (同左)
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※　実質赤字比率：一般会計等（一般会計と住宅資金貸付など7つの特別会計）を対象とした実質赤字の標準財政規模に

　　　　　　　　　対する比率

※　連結実質赤字比率：全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

※　実質公債費比率：一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率

※　将来負担比率：一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

（2）　資金不足比率（2）　資金不足比率（2）　資金不足比率（2）　資金不足比率

（単位：％）

資金不足比率

20.00

※　資金不足比率：公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率

経 営 健 全 化 基 準

(公営企業において早期健全化

段階になるとみなされる基準)

区　分

―  

中央卸売市場、国民宿舎
湯来ロッジ等、開発、簡
易水道等、水道、下水道
及び病院

特
別
会
計
名 (いずれの会計についても

資金不足は生じていない)
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◎　各比率について

・ 実質赤字比率
【一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率】
    一般会計等の赤字が、その標準的な年間収入に対してどの程度あるかを示す。
    この比率が高くなるほど、赤字解消の困難度が増し、より多くの歳出削減策や歳入増加策が必要となる。

一般会計等の実質赤字額
標準財政規模

・ 連結実質赤字比率
【全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率】
    全会計の赤字が、一般会計等の標準的な年間収入に対してどの程度あるかを示す。
    この比率が高くなるほど、赤字解消の困難度が増し、より多くの歳出削減策や歳入増加策が必要となる。

連結実質赤字額
標準財政規模

・ 実質公債費比率
【一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率】
    一般会計等が単年度で返済する必要のある借金が、その標準的な年間収入に対してどの程度あるかを示す。
    この比率が高くなるほど、財政の硬直化が進行し、新たな政策への予算配分が困難になるなど、行財政運営の自由
  度が下がることになる。

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－
  実質公債費比率　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

  実質赤字比率　＝

  連結実質赤字比率　＝

用　語　解　説用　語　解　説用　語　解　説用　語　解　説
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  実質公債費比率　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
  （３か年平均） 標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
　※　準元利償還金：公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出金など、地方債の元利償還金に準ずるもの。

・ 将来負担比率
【一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率】
    一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が、その標準的な年間収入の何倍であるかを示す。
    この比率が高くなるほど、今後の財政運営が圧迫される可能性が高くなる。

将来負担額－
  将来負担比率　＝ (充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

・ 資金不足比率
【公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率】
    公営企業ごとの資金の不足額が、料金収入などの収益に対してどの程度あるかを示す。
    この比率が高くなるほど、資金不足解消の困難度が増し、より多くの経営改善策が必要となる。

資金の不足額
事業の規模

◎　各基準について

・ 早期健全化基準
    自主的かつ計画的に財政の健全化を図ることが必要となる基準。
    ４つの健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）のうち一つ
  でも基準値に達すると、「財政健全化計画」を策定しなければならない。

・ 財政再生基準
    健全化段階よりさらに悪化し、自主的な財政の健全化が困難とみなされる基準。
    実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のうち一つでも基準値に達すると、「財政再生計画」
  を策定しなければならない。

・ 経営健全化基準
    公営企業において早期健全化段階になるとみなされる資金不足比率の基準。
    この基準値に達すると、公営企業ごとに「経営健全化計画」を策定しなければならない。

  資金不足比率　＝

 - 12 -



1　予算の執行状況（平成24年9月30日現在）
　(1)　一般会計

歳入

当 初 予 算 額 繰 越 額 補 正 額 予算現額(A) 収入済額 (B) Ｂ／Ａ×100

　　　　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 ％

市 税    197070722    197070722    110880504 56.3

地 方 譲 与 税      3629609     3629609      1072138 29.5

利 子 割 交 付 金       541204      541204       201548 37.2

配 当 割 交 付 金       356572      356572        97048 27.2

株式等譲渡所得割交付金       104407      104407  0.0

地 方 消 費 税 交 付 金     11793838    11793838      6619813 56.1

ゴルフ場利用税交付金        59273       59273        25923 43.7

自 動 車 取 得 税 交 付 金       985000      985000       426388 43.3

軽 油 引 取 税 交 付 金      5509000     5509000      2158633 39.2

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

       31777       31777 0.0

地 方 特 例 交 付 金       709000      709000       720386 101.6

地 方 交 付 税     39500000     39500000     29381119 74.4

交通安全対策特別交付金       474000      474000       234546 49.5

分 担 金 及 び 負 担 金      7176045       12136     7188181      2293935 31.9

使 用 料 及 び 手 数 料     10850892         259    10851151      4802943 44.3

国 庫 支 出 金    115922073     6073622   121995695     50545195 41.4

区 分

Ⅱ 平成24年度の財政状況
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国 庫 支 出 金    115922073     6073622   121995695     50545195 41.4

県 支 出 金     19171835      626401       30264    19828500      2972217 15.0

財 産 収 入      2663512     2663512       609344 22.9

寄 附 金        22372        22372        59445 265.7

繰 入 金     23637447        9335      988945    24635727           96 0.0

繰 越 金            1     2763495     2763496      5002641 181.0

諸 収 入     80617588    80617588      5071260 6.3

市 債     67769200    11334800      447700    79551700         3700 0.0

   588595367    20819789     1467168   610882324    223178822 36.5

歳出

当 初 予 算 額 繰 越 額 補 正 額 予算現額(C) 支出済額 (D) Ｄ／Ｃ×100

　　　　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 　億　　 万　千円 ％

議 会 費      1751998     1751998       867771 49.5

総 務 費     51044048      185631        9123    51238802     21683188 42.3

民 生 費    175267413      733543      734796   176735752     69380754 39.3

衛 生 費     75953339      775326    76728665     31314586 40.8

農 林 水 産 業 費      4089081      139727     4228808      1177255 27.8

商 工 費     41569716       12264    41581980     34481965 82.9

土 木 費     95632784    11600217       46818   107279819     57221335 53.3

消 防 費     14623581       51870    14675451      5864109 40.0

教 育 費     45493727     8108801    53602528     23039139 43.0

公 債 費     59151749    59151749        14223 0.0

諸 支 出 金     23617931    23617931

予 備 費       400000    △111159      288841

   588595367    20819789     1467168   610882324    245044325 40.1歳 出 合 計

区 分

歳 入 合 計

(注)予備費支出については、補正額に含む。
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